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自
由
民
権
思
想
ミ
佛
蘭
西
カ
ル
ヴ
ア
ン
涙
の
人
舟
（
輔
）

島
　
　
田

久
　
吉

噸蘭．）

　
　
　
　
　
　
　
　
序
　
　
論
（
一
）

　
本
小
篇
の
目
的
は
近
世
に
於
け
る
自
由
民
権
思
想
」
1
殊
に
千
七
百
八
十
九
年
の
人
権
宣
言
中
に
表
明
せ
ら
れ
た

る
が
如
㌃
分
登
展
k
及
し
拓
佛
蘭
西
9
窪
5
涙
の
入
々
の
影
響
の
跡
を
尋
ね
ん
ε
す
る
も
の
で
あ
る
。
曾
て
ゐ

秘
診
肝
煎
ぐ
3
卿
は
近
世
に
於
け
る
民
主
政
治
の
進
展
の
原
因
を
論
じ
て
、
第
輔
宗
敷
思
想
の
影
響
、
第
二
、
君
主

制
並
に
寂
頭
制
の
税
政
に
鰍
す
る
不
満
ピ
之
を
改
革
せ
ん
ε
す
る
努
力
、
第
三
、
季
等
を
助
長
せ
し
肚
會
的
政
治
的
情

勢
第
．
西
、
抽
象
學
読
の
四
勘
を
暴
げ
た
こ
ε
が
あ
る
。
（
竃
o
象
彗
U
馨
9
黄
畠
醗
く
鼻
B
や
母
）
匝
し
て
、
彼
が

殉
の
四
原
因
中
、
宗
教
思
想
の
影
饗
を
翼
先
に
掲
げ
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
蓋
し
個
人
の
天
賦
、
不
可
護

且
つ
聯
聖
な
お
櫨
利
を
法
律
を
以
て
確
認
せ
ん
ε
す
る
思
想
は
政
治
上
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
實
に
宗
教
上
の
淵
源

が
も
搬
し
た
も
の
で
あ
る
。
短
常
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
産
物
な
ウ
ε
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
塵
は
芙
の
實
は
宗
教
改
革
及

　
　
　
　
慮
由
民
纏
恩
惣
建
佛
蘭
霞
ヵ
ル
ツ
ア
ソ
漁
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
錠



（搬ン

　
　
　
　
　
壁
田
民
権
患
想
ご
備
購
西
カ
ル
ザ
ア
ソ
滅
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
膚
六

び
．
宗
嚢
改
軍
芸
多
生
じ
た
闘
孚
の
斯
産
な
の
で
あ
る
。
．
（
9
マ
寧
邑
畠
豆
o
卑
凪
｛
錫
誉
護
（
一
窪
置
o
鵠
＆
⇔
嵩
，
＝
爾
一
臥

審
臓
畷
漆
象
貫
口
激
凱
。
因
・
宇
鑓
●
男
■
騨
『
養
色
二
》
『
象
8
0
膨
ポ
峠
『
9
＾
一
二
＆
o
旨
中
騨
曇
鮮
断
旨
ぢ
8
｝
Ω
一
髪
一
畠
ご5
0
『
鵯
鼠
℃

ぞ
器
霧
儀
蜜
o
警
歪
ご
窪
一
g
轟
受
ぎ
〇
一
＾
一
卸
区
2
0
ミ
団
お
ポ
＆
二
〇
。
℃
↑
マ
γ
国
ご
薯
3
0
茜
蓉
》
H
霧
O
ユ
鵬
ぎ
＄

寓
露
＆
奮
脇
砦
鮮
ご
傍
寓
践
o
昌
伽
g
穿
o
詳
分
冒
．
＝
o
ヨ
暮
g
9
Ω
8
鴇
詳
6
駐
も
哉
・
滲
照
）
近
世
民
主
主

轟
蓮
動
ば
宗
嚢
改
革
蒔
代
に
於
け
る
宗
教
的
、
政
治
的
運
動
に
其
の
端
を
機
す
る
ピ
曇
ふ
こ
ε
が
出
奈
る
の
で
あ
る
。

ψ
世
紀
の
縛
徴
は
實
に
融
禽
上
、
精
紳
上
の
個
人
の
束
縛
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
宗
敢
改
革
時
代
は
個
人
の

解
放
を
特
徴
ε
す
る
。
人
権
を
宣
言
し
た
る
フ
ラ
ソ
ス
革
命
は
之
の
解
放
を
正
式
に
駿
展
せ
し
め
た
竜
の
に
外
な
ら

な
い
6
宗
教
改
革
の
丈
．
化
的
使
命
は
・
偶
人
の
自
由
に
生
命
を
奥
へ
る
こ
ε
で
あ
つ
て
．
而
し
て
こ
の
目
的
は
之
め
改

革
に
よ
つ
て
初
め
て
到
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
頃
彗
。
邑
§
ω
ぎ
旨
田
㎞
8
受
鑑
浮
3
9
轟
§
℃
」
0
9
望
『
o
樹
、

冨
冒
8
日
ぎ
≦
龍
（
一
碧
鵯
一
囑
峯
島
o
嘗
圃
8
署
』
革
一
三
）
勿
論
、
後
述
の
如
く
民
主
思
懇
は
宗
教
改
革
ε
共

に
忽
然
ε
し
て
、
生
起
し
詑
も
の
で
は
な
い
。
古
代
よ
り
今
日
に
至
る
設
で
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
ビ
通
じ
て
、
民
主
思

想
は
寡
政
的
思
想
ピ
相
並
ん
で
、
多
少
ε
も
自
畳
せ
る
代
表
者
を
持
つ
て
ゐ
つ
祀
の
で
あ
る
。
け
れ
ピ
も
、
宗
教
改

革
ε
電
も
に
專
制
主
義
冠
民
主
主
義
ε
の
封
立
は
薯
し
く
深
刻
ε
な
，
、
主
梅
窟
厩
の
思
想
が
特
に
正
確
且
強
大
に

な
つ
セ
の
は
孚
～
な
い
σ
假
令
へ
筋
γ
董
ク
ル
起
し
ろ
、
カ
γ
ヴ
ア
ゾ
に
し
ろ
、
恐
ら
ぐ
は
其
の
便
宜
主
義
に
よ
ウ



（蘇）

或
は
そ
の
個
人
的
性
向
忙
よ
ウ
俗
界
君
主
の
槽
力
を
支
持
し
、
そ
の
不
可
侵
性
を
設
き
、
直
接
紳
授
論
を
辮
護
し
た

け
れ
典
、
、
彼
等
の
こ
の
實
際
界
に
附
し
た
る
留
保
は
決
し
て
長
く
は
績
か
な
か
つ
た
。
（
こ
の
鮎
、
初
期
基
督
教
會
k

欝
ず
る
聖
ポ
ひ
質
の
態
度
ピ
比
較
せ
ば
貿
に
興
味
が
あ
る
。
拙
稿
、
新
約
全
書
に
見
は
れ
詫
る
政
治
思
想
。
史
學
第

四
窟
第
三
號
滲
照
）
而
し
て
人
民
の
櫃
利
の
高
唱
は
彼
等
の
教
示
、
意
圖
を
飛
び
超
へ
て
忽
ち
に
起
ウ
、
途
に
十
六

漣
紀
に
選
つ
て
共
の
全
搬
展
を
見
る
k
至
つ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
の
意
味
に
於
て
近
世
民
主
主
義
は
宗
教
改
革
の
子
で

・
あ
ウ
て
蟹
宗
教
改
革
象
の
子
で
は
な
い
ε
云
ぶ
詮
は
疑
ひ
な
い
庭
で
あ
る
ε
同
時
に
、
彼
等
が
そ
の
効
果
を
掬
制
ぜ

ん
ビ
し
π
教
示
が
臆
て
革
命
思
想
の
種
ビ
な
つ
た
こ
ピ
竜
否
定
す
る
Z
ε
は
出
來
な
い
。
（
団
9
聖
鼠
｝
o
や
鼻
●
サ

u
．
O
o
8
劉
↓
欝
揖
幽
鴇
o
藁
o
隔
国
昌
吼
置
げ
ご
o
目
o
o
養
警
一
晋
器
触
6
誌
●
℃
。
o
o
。
〈
讐
窪
o
暑
9
月
養
一
貯
駆
O
珍
驚
匙
o
留

ぴ
．
団
鐙
“
6
も
一
℃
巳
呂
匂
ゆ
－
8
轟
Q
U
轟
胆
ぴ
↓
『
巴
8
ユ
o
U
㎏
o
津
O
o
誘
餓
ε
隣
o
茸
〇
一
ぢ
b
ご
唱
。
令
U
）

　
磁
も
て
宗
教
改
革
の
政
治
哲
學
を
最
も
よ
く
代
表
し
、
之
が
故
に
十
六
世
紀
の
政
治
思
想
に
最
も
重
大
な
る
關
係

を
窟
す
る
も
の
は
カ
〃
ヴ
ソ
及
ぴ
共
の
輔
涙
で
あ
る
。
バ
0
8
昌
8
電
o
鍔
℃
山
」
・
類
・
》
浄
詳
》
着
9
0
蔓
亀

慰
o
謹
g
一
塁
書
管
二
一
二
ぎ
ω
一
図
蕎
巨
・
9
暮
5
」
ぢ
い
。
。
●
マ
お
）

　
ヵ
ル
ヴ
ソ
及
び
其
の
一
涙
が
近
世
民
主
主
義
に
及
し
た
影
響
は
二
の
方
面
よ
り
観
察
す
べ
き
で
あ
る
。
輔
は
即
ち

そ
の
患
想
方
面
で
あ
つ
て
、
二
は
共
の
教
會
組
織
の
方
面
で
あ
る
。
然
共
こ
の
二
つ
は
決
し
て
別
個
な
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
肖
由
民
縷
息
想
裡
恩
想
ぜ
佛
蘭
西
カ
ル
ヴ
ァ
y
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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自
由
民
根
愚
想
電
恩
想
建
佛
階
画
カ
ル
ヴ
ア
γ
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

い
。
雨
者
は
互
に
關
聯
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ウ
、
否
寧
ろ
一
の
精
騨
の
二
つ
の
あ
ら
は
れ
ε
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
信

仰
の
良
由
k
封
す
る
主
張
は
政
漕
上
の
自
由
の
主
張
に
先
願
し
、
教
會
組
織
の
民
虫
主
義
化
は
臆
て
政
治
縄
織
の
民

主
主
義
化
に
韓
じ
た
の
で
あ
う
。
今
、
便
宜
の
爲
k
、
カ
ル
ザ
2
ソ
涙
の
自
由
民
繊
思
想
に
及
し
た
影
響
の
思
想
的

系
統
を
分
類
す
れ
ぱ
大
饅
こ
れ
を
三
の
系
統
に
分
け
る
事
が
出
來
る
。
第
一
は
帰
隷
a
容
晋
。
濤
葺
缶
o
慧
彗
｝

ご
毛
騨
馴
ゆ
謬
竃
o
彗
・
ざ
U
。
｝
鼠
2
国
鼠
鯉
5
”
ρ
昌
等
を
代
表
ε
す
る
フ
ラ
ソ
そ
カ
ル
ザ
ご
一
ス
ト
で
あ
夕
、
第
二
は

丙
き
き
0
3
含
一
磐
㌧
目
暑
言
募
♂
9
殴
弩
嵩
瞬
罫
勾
o
富
旨
犀
o
善
。
よ
ウ
↑
o
。
寄
に
羅
る
蘇
國
並
に
英
國
の
カ
ル
ヴ
ィ

昌
ネ
ト
及
ぴ
清
教
徒
で
あ
ウ
」
第
三
は
胆
國
を
去
つ
て
新
大
陸
に
其
の
理
想
を
賓
現
せ
ん
ε
し
π
、
斯
謂
国
一
讐
ぎ

団
蓉
ぎ
冨
及
ぴ
”
o
鵯
『
譲
葭
卑
馨
　
輔
涙
、
並
に
其
の
後
縫
者
た
る
米
國
清
教
徒
の
人
々
で
あ
る
。
第
二
に
教
會
組

織
の
民
主
化
が
近
世
民
主
主
義
に
及
し
た
影
響
も
亦
．
こ
れ
を
三
の
段
楷
に
分
け
る
こ
ε
が
出
來
る
。
第
一
は
ヵ
ル

ヲ
f
レ
に
よ
つ
て
ヂ
ヱ
ネ
”
に
貸
際
に
施
行
せ
ら
れ
た
教
會
組
織
よ
ウ
（
こ
の
織
後
蓮
灘
照
と
グ
ノ
ー
蓮
動
に
至
る

も
の
で
あ
ゆ
、
、
第
二
は
、
教
會
を
以
て
輔
の
共
同
團
鐙
ε
見
な
し
紳
ピ
の
契
約
に
よ
つ
て
自
ら
キ
リ
ス
ト
の
下
に
服

從
す
る
ζ
ξ
を
誓
約
し
た
信
徒
の
共
同
團
謹
・
が
教
會
で
あ
る
か
ら
共
の
團
艘
の
意
志
は
信
徒
全
騰
に
よ
つ
て
決
定
せ

ら
お
べ
き
も
⑳
ε
な
す
O
o
茜
『
お
蝕
o
冨
一
韓
組
合
教
會
及
び
H
＆
名
窪
号
濤
狡
立
敦
會
涙
の
組
織
で
あ
ム
、
第
三

は
米
國
の
国
程
冨
餓
窪
O
o
く
窪
塁
け
縮
民
契
約
の
淵
源
を
な
す
O
ぎ
『
魯
O
呈
9
”
誹
敷
禽
契
約
ぐ
あ
る
。
元
奈
、
フ



（葡）

ラ
ソ
ス
の
人
穫
宣
言
は
そ
の
語
法
を
米
國
諸
州
の
、
殊
に
ヴ
．
，
ジ
腕
ア
の
構
利
宣
言
よ
ウ
學
び
奈
つ
た
も
の
で
あ

る
。
函
し
℃
ヴ
シ
署
ジ
晶
ア
の
梅
利
宣
書
の
淵
源
を
な
す
も
の
は
，
實
に
米
國
植
島
常
初
に
於
る
植
民
契
約
で
あ
ウ
更

に
亀
の
植
民
．
契
約
の
思
想
は
≦
農
騨
β
閃
o
鵯
議
　
の
教
會
契
約
よ
ウ
出
で
π
も
の
で
あ
♪
、
し
か
竜
こ
の
教
會
契

約
は
英
本
國
に
於
る
イ
ン
デ
ペ
シ
デ
ソ
ト
涙
の
教
會
組
織
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
獅
。
か
、
る
民
主
主
義
的

敬
會
組
綾
は
貸
に
宗
教
改
革
の
産
物
k
外
な
ら
な
い
。
宗
教
改
革
を
以
て
近
世
民
主
主
義
の
淵
源
ε
す
、
故
な
蓉
に

非
ず
で
あ
る
。
然
共
、
巳
に
一
言
し
泥
如
く
、
民
主
主
義
思
想
は
宗
致
改
革
を
以
て
突
然
生
起
し
た
も
の
で
は
な
い
，

已
k
古
瑛
よ
参
酸
成
せ
ら
れ
つ
、
あ
つ
ね
思
想
が
之
の
改
革
を
契
機
ε
し
て
、
十
六
世
紀
の
確
然
た
る
蓮
動
に
推
移

す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
o
然
ら
ぱ
十
六
燈
紀
に
於
る
民
主
主
義
蓮
動
の
登
生
に
寄
興
し
て
そ
の
思
想
的
背
景
ビ
な

つ
党
も
の
ば
何
で
あ
る
か
。
吾
人
は
之
に
封
し
て
次
の
六
項
を
数
へ
る
事
が
出
來
や
う
ざ
思
ム
。
即
ち
、
（
一
）
新
奮

約
墓
書
申
に
尋
ね
得
べ
き
民
主
主
義
思
想
の
典
擦
、
（
二
）
羅
馬
法
學
の
主
権
在
民
読
、
（
三
）
中
世
紳
學
者
の
暴
君
絶

濃
論
、
（
四
）
中
世
期
の
続
治
契
約
論
、
（
五
）
宗
會
議
蓮
動
、
（
六
）
等
族
會
議
の
民
主
的
主
張
、
之
で
あ
る
。
以
下

最
轟
筒
翠
に
順
次
之
を
逓
べ
や
う
ε
す
る
o

き
一
　
毘
主
思
想
の
最
噛
古
ψ
も
の
で
後
世
紀
甚
大
な
影
響
を
及
し
た
も
の
は
恐
ら
く
奮
約
聖
書
の
中
に
残
さ
れ
た
る

　イ
メ
ラ
等
〃
の
思
想
で
あ
ら
う
。
イ
メ
ラ
ニ
ル
が
神
政
的
恩
想
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
た
國
家
で
あ
る
こ
ε
は
歴
史

　
　
　
　
山
豊
珂
民
匹
鷹
鵬
噛
塾
｝
建
佛
幽
覆
四
ヵ
ル
ゲ
ア
ン
並
”
の
人
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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自
由
民
権
思
想
建
一
佛
蘭
酉
カ
ル
ザ
ア
ン
凝
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

k
明
な
こ
ε
で
あ
る
。
然
ら
ば
紳
政
的
思
想
ε
民
主
思
想
ε
は
如
何
に
し
て
、
結
合
す
る
竜
の
で
あ
る
か
。
蓋
し
こ

の
鮎
に
つ
ψ
て
は
、
紳
政
思
想
k
二
の
種
類
が
あ
る
こ
ピ
を
蓮
べ
な
け
れ
ぱ
な
ら
殿
。
則
．
ち
第
一
種
は
統
治
者
は

紳
の
代
表
者
で
あ
ウ
、
統
治
者
の
慧
志
は
共
の
ま
、
紳
の
意
志
な
ウ
ε
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
種
は
統
治
者
の

権
力
は
紳
に
よ
ウ
て
制
限
せ
ら
れ
紳
の
意
志
は
國
家
の
上
に
位
す
べ
き
も
の
で
あ
ウ
、
し
か
も
此
の
意
志
は
統
治
者

以
外
の
他
の
も
の
に
よ
つ
て
啓
示
せ
ら
る
る
ε
な
す
の
が
之
で
あ
る
。
而
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
は
實
に
之
の
第
二
種
の

騨
政
的
思
想
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
ピ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
ヱ
ホ
漣
の
命
令
が
王
穫
よ
ウ
上
に

位
す
る
は
當
然
で
あ
る
け
れ
ご
竜
、
ヱ
ホ
バ
が
國
民
に
封
し
て
其
の
命
を
啓
示
す
る
諏
國
王
の
口
を
通
じ
て
な
す
の

で
は
な
い
。
さ
れ
ば
王
権
は
初
か
ら
制
限
を
受
け
て
ゐ
る
権
力
た
る
に
過
ぎ
ぬ
。
賞
際
何
れ
の
國
民
を
見
る
竜
其
の

古
來
の
文
書
中
國
王
を
髄
責
し
之
を
慮
罰
す
る
の
峻
嚴
な
る
Z
ピ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
國
毘
の
如
き
は
な
い
。
君
主
其

の
人
を
聯
な
ウ
ε
す
る
思
想
は
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
國
民
に
は
全
然
知
ら
れ
て
ね
な
か
つ
π
慮
で
あ
る
。
　
（
ρ
崔
浮
。
ぎ

＞一

σ登

o
目
鑑
器
O
o
欝
騨
匹
魯
3
ら
曽
●
堕
＆
や
晦
）
加
之
、
紳
ヱ
ホ
バ
の
梅
力
も
亦
肖
然
の
事
實
で
は
な
く
し
て
、
人
民

が
自
ら
進
ん
で
契
約
の
形
式
を
以
で
之
に
服
從
し
た
こ
ε
よ
ウ
登
す
る
の
で
あ
る
．
門
禦
れ
我
ら
は
永
遠
わ
す
る
る
こ

ε
な
き
契
約
を
も
て
ヱ
ホ
バ
に
つ
ら
な
ら
ん
ε
ψ
ふ
べ
し
。
』
（
耶
利
米
亜
記
第
五
十
索
、
五
、
）
（
猫
、
以
饗
書
第
五
十

六
章
三
i
七
、
以
西
結
書
第
二
十
章
三
十
七
滲
照
）
全
て
の
欧
穰
の
窮
極
の
源
は
人
民
の
側
に
あ
う
凡
て
の
政
府
の
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本
然
の
目
的
は
人
民
の
安
窮
薩
利
を
保
障
す
る
に
あ
ウ
ε
な
し
た
の
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
政
治
に
封
す
る
根
本
的
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

想
で
あ
つ
た
。
（
列
王
記
略
上
第
十
二
章
一
－
十
凶
参
照
）
而
し
て
政
梅
の
成
立
に
關
し
て
、
彼
等
は
坤
ε
人
民
ε
の
契

約
、
並
に
王
ε
人
民
ピ
の
契
約
ε
云
ふ
二
重
契
約
の
思
想
を
以
て
し
π
。
『
ダ
ピ
デ
王
ヘ
プ
ロ
ソ
に
て
ヱ
ホ
バ
の
前
に

彼
等
ε
契
約
を
立
て
た
多
。
彼
等
す
な
は
ち
ダ
ピ
デ
に
膏
を
耀
ぎ
イ
ス
ラ
ヘ
ル
の
王
ε
な
す
。
』
（
撤
母
耳
後
書
。
第

五
章
三
）
ε
な
す
は
即
ち
之
で
あ
る
。
（
更
k
サ
ウ
ル
を
王
に
探
む
に
つ
い
て
の
紳
置
属
ε
の
契
約
、
撤
母
耳
前
書
第

十
章
。
箕
の
外
列
王
紀
略
第
二
十
三
章
。
出
埃
及
記
、
第
十
九
章
四
－
八
、
申
命
寵
第
二
十
九
章
九
ー
十
三
等
≧
オ

ご
ε
く
之
の
例
謹
ε
し
て
暴
げ
る
≧
ε
が
出
來
る
。
）
　
洵
に
人
民
は
た
だ
自
由
な
同
意
に
よ
つ
て
契
約
を
結
ぶ
の
で

あ
つ
て
、
而
し
て
、
法
律
は
聯
ε
人
民
ε
の
間
に
結
ば
れ
た
る
契
約
に
随
つ
て
生
ず
る
ε
曇
ふ
の
は
猫
太
の
原
期
で

あ
つ
た
。
さ
れ
ぱ
猫
太
の
聯
政
は
之
を
↓
竃
9
養
瀞
U
か
蓉
9
話
島
ρ
5
（
評
菖
一
磐
讐
｝
出
馨
9
容
号
ぎ
ω
9
窪
8

弓
o
葎
β
5
島
騨
田
肋
窃
幻
竜
宅
拝
切
塁
9
宣
目
o
β
5
蝋
鴇
ヨ
o
a
●
↓
o
幹
H
劉
昌
ω
）
ピ
云
ふ
こ
ε
が
出
來
る
の
で

あ
る
。
民
主
主
義
の
最
初
の
故
郷
は
古
代
希
腫
に
あ
ら
ず
し
て
、
實
に
。
ハ
レ
ス
チ
ナ
で
あ
つ
た
ε
す
る
読
（
⇔
訂
詩
脇

ヌ
困
o
葺
目
5
ω
8
置
月
畠
o
ザ
『
鵯
亀
爵
o
ギ
o
旨
。
駐
彗
島
一
窃
島
6
“
毛
・
讐
－
戯
）
は
断
じ
て
不
當
で
は
な
い
。

（
》
甲
oo
5
昏
p
鵠
響
o
一
『
o
魯
ポ
ω
婁
く
o
量
『
o
鳳
一
一
〇〇
漿
．
宰
い
V
・
●
冒
茜
畦
9
一
即
》
●
蟹
韓
o
蔓
o
属
①
8
…
費
一
§
一
8
魅
静
℃
9

苫
滲
照
〉
然
共
、
斯
く
の
如
き
民
主
主
義
的
傾
向
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
貸
際
に
於
て
は
猫
太
の
王
國
は
決
し
て
一

　
　
　
　
　
β
由
民
繕
思
想
建
佛
鵬
西
カ
ル
ザ
ア
ン
饗
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匠
一
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霞
由
艮
糠
属
蓉
建
儀
灘
画
ヵ
〃
ザ
ア
ソ
凝
0
（
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錠
二

般
東
洋
諸
國
の
專
制
政
冶
に
封
す
る
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
事
實
上
の
國
属
の
灘
政
な
る
竜
の
は
ご
こ
に
も

曇
見
す
る
こ
ビ
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぱ
斯
の
如
き
相
矛
盾
し
た
要
素
は
其
の
後
世
に
及
せ
る
影
響
の
上
に

瓶
亦
互
に
相
反
し
π
結
果
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
ψ
。
即
ち
U
方
に
於
て
、
人
鶴
の
臼
由
に
由
つ
て
玉
穫
を
顛
覆

し
．
又
ば
王
櫨
を
人
民
の
権
力
の
下
k
服
せ
し
め
ん
ε
す
る
観
念
ε
．
他
方
に
於
て
、
王
機
は
憩
よ
う
附
與
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
宗
教
上
の
制
限
は
之
を
認
む
る
も
、
法
律
上
の
制
限
は
杢
く
之
を
認
め
ざ
ら
ん
ξ
す
る
観
念
ε

は
何
醜
も
奮
約
曇
書
に
そ
の
根
櫨
を
求
め
、
後
世
の
政
治
理
論
の
登
展
に
深
遊
な
影
響
を
輿
へ
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
〇
島
言
ド
o
ヤ
鼻
●
oo
．
鱒
鴇
、
）

　
弐
に
、
キ
リ
ス
ト
が
自
由
、
季
等
、
友
愛
の
先
達
で
あ
つ
た
ヒ
ε
は
疑
ひ
の
余
地
は
な
い
。
彼
の
時
代
は
專
制
政
治

の
最
も
カ
を
邊
く
し
た
時
代
で
あ
る
。
然
る
に
彼
キ
リ
ス
ト
は
歴
史
上
に
於
て
最
竜
徹
底
的
な
る
民
主
主
義
者
で
あ

つ
た
。
プ
ラ
ト
，
ソ
の
理
想
國
或
は
所
謂
る
希
臓
の
民
主
主
義
な
る
も
り
は
本
奈
、
欝
力
、
梅
力
、
若
し
く
は
才
能
を

も
つ
て
》
る
人
々
が
其
の
カ
を
自
由
且
つ
卒
等
に
行
使
す
る
を
得
る
、
曇
は
讐
、
募
頭
政
治
の
籏
大
せ
ら
れ
た
も
の

に
外
な
ち
な
い
の
で
あ
る
。
纂
實
に
於
て
そ
れ
ら
の
國
家
は
本
來
非
民
主
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
蓋
し
彼
等
の
下
底

姥
は
何
等
、
自
由
革
等
を
享
有
す
る
を
得
な
い
多
数
の
被
冶
階
級
で
春
在
し
て
を
つ
π
の
で
あ
る
。
然
る
に
キ
ソ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

F
の
民
主
恩
想
の
糧
概
は
何
鱗
肚
會
的
地
位
の
高
下
を
問
は
ぎ
る
各
個
人
の
至
高
な
る
債
”
値
の
認
識
に
墓
く
も
の
で
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あ
る
。
（
田
糞
欝
量
『
u
露
婁
や
夢
。
p
．
穿
竃
萱
雪
φ
寄
黒
ヨ
。
§
番
ぎ
舞
駐
寧
矯
－
3
浮
き

o
ヤ
。
鉾
や
蕊
“
）
　
キ
凱
ス
ト
は
明
臼
な
言
葉
を
以
て
公
共
の
名
碁
及
び
官
職
の
基
礎
ご
な
す
べ
き
蔦
の
は
祉
會
に

封
す
る
個
人
の
奉
仕
に
外
な
ら
ぬ
ε
の
根
本
的
民
主
主
義
原
則
を
表
明
し
た
。
然
ら
ぱ
翼
正
の
貴
顯
ε
稔
す
べ
き
も

の
は
そ
の
全
努
力
を
証
禽
の
爲
に
据
げ
る
も
の
、
み
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
随
へ
ぱ
大
な
る
梅
を
有
す
る
も
の
は

大
な
る
義
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
爾
曹
の
う
ち
大
い
な
ら
ん
ご
欲
ム
も
の
は
爾
曹
に
役
は
る
る
も
の
ε
な
ら

ん
。
』
ε
。
（
馬
可
傳
第
十
章
四
十
四
）
脱
會
の
不
卒
等
は
公
共
の
爲
の
外
作
る
≧
ε
を
得
ず
ε
凍
す
人
穫
宣
言
第
一

條
ε
其
の
精
紳
に
於
て
異
る
ε
ヒ
ろ
は
な
い
。
斯
く
て
同
一
な
る
思
想
は
聖
ボ
サ
ロ
に
よ
つ
て
随
駈
に
吐
か
れ
て
ゐ

る
。
（
加
拉
太
書
第
三
巌
二
十
六
ー
二
十
八
、
寄
羅
西
書
第
三
章
八
－
十
一
、
孫
林
多
前
替
第
十
三
章
十
三
）
　
然
ら

ぱ
羅
馬
書
第
十
三
章
の
有
名
な
る
書
句
、
『
上
に
あ
う
て
樫
を
掌
て
る
者
に
凡
て
の
人
々
服
ふ
べ
し
蓋
は
紳
に
出
で
ざ

る
の
権
な
く
、
云
云
』
中
に
含
設
れ
把
る
騨
権
的
観
念
は
ψ
か
に
し
て
か
、
る
民
主
思
想
オ
要
協
す
る
や
ビ
云
ム
に
、

こ
の
言
葉
は
本
來
原
始
薦
督
教
會
ε
羅
爵
政
府
ε
の
關
係
を
顧
慮
せ
る
實
際
上
の
必
要
ピ
、
教
會
内
部
に
於
て
生
じ

た
無
政
府
主
義
的
傾
向
に
封
す
る
欝
轡
ε
し
て
登
せ
ら
れ
た
ご
見
る
ぺ
き
で
專
制
に
封
す
る
擁
護
ε
し
て
登
せ
ら
れ

た
ε
見
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
初
期
教
會
が
後
世
、
第
十
七
世
紀
の
＞
旨
ぼ
鼠
纂
の
蓮
動
ε
同
じ
檬
な
無

政
府
的
蓮
動
に
よ
つ
て
悩
ま
き
れ
た
の
は
多
く
疑
ム
ベ
か
ら
ざ
る
庭
で
あ
る
。
恰
も
、
ル
ー
テ
ル
が
『
墓
督
教
徒
の

　
　
　
　
慮
由
民
纏
息
慮
建
偏
繭
薦
カ
ル
ツ
ア
y
漫
の
（
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
三
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自
由
民
纏
愚
想
霊
錦
鷺
西
カ
ル
ザ
ア
ソ
溝
0
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
図

自
由
』
を
箸
し
た
る
時
の
如
く
聖
ボ
，
・
も
彼
自
身
の
教
示
の
効
果
を
擁
へ
ん
ε
す
る
に
非
常
な
苦
心
を
要
し
た
の

で
あ
る
。
故
に
、
鰍
爾
曹
の
う
ち
互
に
事
あ
る
時
は
聖
徒
の
前
に
訴
へ
る
事
を
せ
ず
、
敢
て
正
し
か
ら
ざ
る
も
の
の

前
に
訴
ぷ
る
こ
ε
を
す
る
も
の
あ
る
か
云
云
』
（
寄
林
多
前
書
第
六
章
哺
ー
八
）
警
し
く
は
聖
ペ
テ
・
の
『
人
に
從
ム

よ
ウ
神
に
從
ム
は
爲
す
べ
き
曝
な
ウ
』
（
使
徒
行
傅
第
五
章
二
十
九
）
　
の
霞
は
俗
界
梅
力
に
封
す
る
侮
蔑
的
な
語
調

ざ
認
あ
得
る
の
で
あ
る
。
後
年
教
俗
爾
横
の
孚
闘
の
崩
芽
は
巳
に
斯
か
る
雷
榊
申
に
藏
せ
ら
れ
て
ゐ
π
。
羅
馬
書
第

十
三
章
の
言
句
が
後
年
、
多
く
の
鱈
主
帥
機
説
に
封
し
て
如
何
に
萬
能
的
武
器
を
供
し
た
か
を
見
れ
ば
塞
に
皮
肉
ε

云
は
ざ
る
を
得
な
い
け
れ
ご
も
．
O
量
ま
。
晦
男
鼎
畠
富
脚
U
3
が
糞
＆
剛
鉢
o
な
ウ
や
欝
欝
a
冨
密
な
ウ
や
の
問
題
よ

む
羅
馬
教
會
封
皇
帝
の
孚
闘
ε
な
ウ
、
之
の
雨
者
に
左
祖
し
だ
る
紳
學
者
問
の
大
論
職
ピ
な
ウ
、
更
に
政
櫃
の
惟
質
、

始
源
に
關
す
る
一
大
探
求
ε
な
ウ
、
途
に
近
世
民
主
主
義
思
想
の
爽
生
を
促
し
た
舶
因
ε
な
つ
π
は
一
厨
皮
肉
で
あ

る
。
掬
。
法
王
グ
レ
ゴ
リ
オ
七
世
ε
皇
帝
ヘ
ソ
リ
四
世
の
葛
藤
中
に
先
づ
現
は
れ
た
団
蓉
貫
5
聾
三
9
臨
9
…
硫
　
統
治

契
約
の
思
想
（
寓
窪
お
0
5
餌
儀
O
告
訂
＆
昌
欝
5
R
）
は
本
楽
入
民
の
主
権
を
訟
張
せ
ん
ε
す
る
政
治
的
企
圖
に
出

た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
俗
界
政
櫃
の
源
を
人
民
の
契
約
に
蹄
せ
し
む
る
こ
だ
に
山
つ
て
、
英
の
紳
聖
性
を
剥
奪
し

之
を
砥
蔑
し
以
て
紳
及
ぴ
其
の
司
教
の
手
に
政
梅
を
確
保
せ
ん
ご
す
る
紳
學
的
企
岡
に
出
で
た
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
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ラニ
　
鴨
皇
帝
の
意
志
は
法
律
た
る
の
効
力
を
有
す
る
。
何
ε
な
れ
ぱ
皇
帝
の
穂
力
を
設
立
す
る
王
法
に
よ
つ
て
人
民

　が
彼
に
最
高
穰
を
移
尊
し
π
か
ら
で
あ
る
。
』
ε
云
ふ
羅
馬
法
學
者
の
設
明
は
明
に
主
櫃
在
民
詮
で
あ
る
。
ウ
ル
ピ
ア

球
ス
の
こ
の
見
解
は
（
9
α
q
』
ふ
．
む
他
の
す
べ
て
の
羅
馬
法
學
者
の
一
致
せ
る
見
解
で
あ
る
。
建
に
、
羅
馬
法
學
者

は
二
世
紀
よ
り
六
世
紀
に
至
る
裟
で
、
政
治
梅
力
に
封
し
て
、
唾
唖
の
始
源
し
か
知
ら
な
か
つ
た
。
唯
一
の
始
源
ピ
は

人
民
の
椹
力
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
法
學
者
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ス
チ
ニ
ァ
ヌ
ス
皇
帝
白
身
す
ら
明
白
な
る
言
葉
を
以
て

羅
馬
の
人
民
が
彼
等
の
す
べ
て
の
繊
力
を
皇
帝
に
移
轄
し
π
古
法
に
つ
い
て
語
つ
て
ゐ
る
。
（
O
＆
。
い
曇
目
も
）
け
れ

ご
も
斯
か
る
學
説
は
翠
な
る
抽
象
學
説
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
は
云
ふ
迄
も
な
い
ヒ
ご
で
あ
つ
て
、
こ
の
時
代
を
通
じ

て
帝
穣
は
如
何
な
る
手
段
に
よ
つ
て
竜
獲
得
せ
ら
れ
、
人
民
の
委
託
に
よ
つ
て
附
典
せ
ら
れ
た
こ
ε
は
噌
度
も
な
か

つ
た
。
人
民
の
立
法
的
権
力
は
輩
に
名
儀
だ
け
で
あ
つ
て
、
一
の
虚
構
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
羅
馬
の
主
穫

在
民
説
は
政
梅
の
性
質
及
び
人
民
の
主
張
に
關
す
る
理
論
ビ
云
ふ
よ
ク
苓
事
實
上
の
腿
制
政
治
に
封
す
る
不
挙
ε
見

倣
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
国
蔓
β
o
》
。
律
サ
臥
・
男
男
》
げ
び
3
幻
o
ヨ
碧
り
o
謹
β
℃
，
お
－
倉
）
然
共
、
輩
に

法
典
上
の
空
交
で
あ
つ
て
、
何
等
現
實
に
行
は
る
る
こ
ε
の
な
か
つ
た
主
梅
在
民
の
恐
想
は
永
く
忘
却
せ
ら
れ
、
抹

滑
せ
ら
る
る
こ
ξ
な
く
し
て
中
世
に
偲
へ
ら
れ
、
之
の
思
憩
が
國
家
の
全
部
を
離
れ
て
國
家
の
立
法
椹
を
恩
考
す
る

こ
ε
な
か
う
し
チ
晶
3
ト
ソ
人
の
観
念
ε
接
鯛
す
る
に
至
つ
て
共
の
効
果
を
登
揮
し
、
胱
會
契
約
論
に
法
理
的
形
式

　
　
　
　
自
由
権
民
思
誓
擁
購
西
影
ヴ
ア
姦
の
人
聖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釜
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自
由
梅
民
鳳
想
霊
鶴
購
酉
々
ル
ザ
ア
ン
流
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霊
六

を
輿
へ
陀
の
で
あ
る
。
實
に
肚
食
契
約
設
が
確
然
た
る
形
式
を
箒
び
る
に
至
つ
π
遙
か
以
前
に
於
て
、
羅
馬
法
の
語

法
は
主
ピ
し
て
横
利
義
務
の
相
互
性
を
記
し
而
し
て
こ
れ
は
叉
主
横
者
ε
人
民
ε
の
問
に
於
て
も
存
在
す
る
ピ
思
は

齢
花
の
で
あ
る
。
（
揖
鑓
箒
5
卜
蓉
瀞
旨
一
鎚
き
鱒
．
島
＆
。
マ
ω
畿
）
胤
會
を
以
て
契
約
の
上
に
設
立
し
、
且
つ
肚
會

並
に
契
約
な
る
二
の
法
的
観
念
を
結
合
せ
る
も
の
は
實
に
羅
馬
法
の
思
想
で
あ
る
。
（
男
訪
お
9
潮
論
鉱
ω
塁
■
．
霞
堕
，

8
ぐ
o
α
仁
O
o
箕
量
伶
ω
g
芭
讐
一
憲
。
や
噺“
o
）

　三
　
中
世
紳
學
者
の
論
述
中
k
あ
ら
は
れ
髭
暴
君
絶
滅
論
の
代
表
的
な
る
も
の
芝
し
て
は
、
甘
ぎ
亀
oo
騨
庚
ど
蔓

　璽
撃
o
ヨ
器
》
2
幽
髭
φ
の
斯
論
を
畢
げ
る
こ
ε
が
出
來
る
。
甘
ぎ
の
所
醗
は
彼
が
羅
馬
並
ぴ
に
猶
太
の
歴
史
か
ら

例
示
し
來
グ
て
、
暴
君
の
『
至
當
な
る
最
後
』
を
語
つ
て
ゐ
る
中
k
最
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
、
即
ち
彼
は
ジ
晶
リ
ウ
ス
、

シ
イ
ザ
ァ
の
偉
大
な
り
し
こ
冠
に
封
し
て
あ
ら
ゆ
る
讃
辞
を
捧
げ
た
後
、
し
か
感
シ
イ
ザ
ァ
が
武
力
に
よ
つ
て
國
家

の
支
配
を
塵
断
し
た
が
た
め
に
借
主
な
多
ε
見
倣
さ
れ
、
途
に
元
老
院
の
大
多
数
の
同
意
を
以
て
カ
ビ
ト
ル
で
刺
殺

さ
れ
る
至
つ
た
の
は
當
然
の
最
後
で
あ
る
ε
す
る
。
チ
ペ
リ
ウ
ス
は
毒
を
以
て
晴
殺
せ
ら
れ
た
。
毒
殺
は
最
も
檜
む

べ
き
行
爲
で
あ
る
け
れ
ご
も
、
世
人
は
彼
を
死
に
至
ら
し
め
た
毒
藥
を
以
て
恰
噺
趨
死
再
生
藥
の
如
く
見
な
し
だ
の

で
あ
る
。
（
頃
島
§
蒔
蕊
く
旨
。
6
』
9
後
年
竃
程
『
器
の
暴
君
毒
殺
論
U
o
ぎ
鴨
魯
沁
濃
鵠
冒
経
葺
一
剛
呂
9
擬
げ

ト
8
宰
言
．
に
比
す
ぺ
し
。
）
第
三
の
潜
主
カ
リ
グ
ラ
は
彼
の
從
僕
遽
に
よ
つ
て
斌
せ
ら
れ
ね
。
而
し
て
最
悪
人
、
矛
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η
の
死
を
以
て
彼
等
暴
慮
者
の
系
統
は
絡
末
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
更
に
彼
は
狗
太
の
雁
史
に
韓
じ
て
、
モ
ァ
ブ
の

王
エ
ル
ゴ
ソ
よ
ウ
亀
ホ
η
ヘ
ル
．
昂
ス
に
至
る
暴
君
の
最
後
を
記
蓮
し
て
何
れ
も
そ
の
常
然
な
る
こ
ε
を
論
じ
て
ゐ
る
。

次
に
黎
ト
マ
ス
に
随
へ
ぱ
暴
君
政
治
は
断
じ
て
正
當
な
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
、
か
、
る
政
治
は
増
般
の
顧
利
を
計

ら
ず
し
て
、
支
配
者
の
個
人
の
利
盆
の
み
を
求
む
る
菟
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
人
民
が
起
す
反
抗
は
決
し
て
謀

反
の
性
質
を
帯
ぴ
る
竜
の
で
は
な
い
。
何
ε
な
れ
ば
謀
反
せ
蚤
ε
見
傲
す
べ
き
は
趣
ろ
暴
君
の
側
に
あ
リ
ピ
云
ふ
べ

き
で
あ
る
。
（
ω
o
欝
e
①
り
魯
ざ
四
2
0
鱒
P
會
一
。
8
恥
ド
帥
暴
。
）
云
云
。
然
共
、
聖
ト
マ
ス
は
ジ
ョ
ソ
ぜ
異
つ
て
僑

童
の
強
暴
に
笥
す
る
反
抗
は
決
し
て
個
人
の
判
断
に
侯
っ
べ
き
に
非
ず
し
て
公
共
の
器
闘
に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
ε
主
張
し
て
ゐ
る
。
（
筐
↑
担
α
9
）
こ
の
主
張
は
後
年
＝
o
E
彗
㎏
田
ゆ
器
難
の
カ
ル
ヴ
ィ
昌
ス
ト
が
個

入
の
反
抗
を
排
斥
し
て
、
人
民
の
僕
で
あ
る
國
家
の
　
鼠
摺
幽
弩
魯
。
な
ぎ
は
浄
・
誤
た
る
望
蕊
り
9
耳
窃
嵩
昏
3

国
＆
。
丘
拐
が
人
民
淀
代
つ
て
反
抗
す
べ
し
ε
な
す
詮
、
叉
は
望
急
及
び
Ω
彗
憂
5
ω
受
m
＆
が
君
僅
に
勢
す
る

制
限
ξ
し
て
個
人
に
重
き
を
置
か
ず
し
て
三
部
禽
の
重
大
性
を
強
調
し
た
議
論
の
先
縦
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（
O
び
象
o
夢
↓
ザ
伽
o
嵩
o
O
国
岳
o
嵩
ρ
昌
窃
儀
o
冨
ω
o
髪
o
蚕
ぼ
泳
客
暮
一
〇
旨
9
ρ
一
〇
〇
〇
〇
〇
一
℃
．
導
a
9
切
●
罰
い
b
o
o
一
ρ
H
昌
弓

珠
量
島
o
富
o
、
昏
o
閏
寓
o
ぐ
亀
国
腐
島
零
く
匙
↓
ぎ
一
而
一
鉢
蓉
岱
■
而
巽
旨
而
お
い
P
緯
y
8
轟
－
目
p
｝
．
日
O
霞
ぢ
一
〇
匂
》

M
【
尉
縛
o
蔓
o
団
一
鼠
費
嵩
即
o
く
p
一
剛
〇
一
一
岳
o
巴
同
ザ
o
o
受
写
け
げ
o
＜
『
⑰
9
勉
＜
o
卜
昌
ド
℃
マ
一
恥
U
∴
恥
叫
焔
珍
昭
崩
）

　
　
　
　
　
霞
由
民
纏
態
想
婁
伽
蘭
歯
カ
ル
ツ
ア
ン
滅
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
七
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自
由
毘
権
恩
想
建
佛
粛
闘
カ
ル
ツ
ア
ソ
漁
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
透
八

ラ四
　
中
世
に
於
け
る
統
治
契
約
の
観
念
が
後
年
の
民
主
思
想
に
貢
献
し
た
慮
の
多
か
つ
た
は
論
を
侯
π
な
い
。
一
饒

　杜
會
契
約
論
は
普
通
一
般
に
は
十
七
、
十
八
世
紀
の
思
想
だ
ε
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
．
然
し
乍
ら
こ
れ
は
實
際
は
中

世
期
の
観
念
で
あ
り
且
、
中
漁
魅
會
組
織
の
特
徴
π
る
俄
態
並
に
観
念
よ
ウ
本
來
生
じ
だ
竜
の
で
あ
る
。
チ
ュ
事
ト

ソ
人
種
．
の
政
府
に
關
す
る
槻
念
及
び
チ
轟
U
ト
ン
帝
國
、
並
び
に
其
の
諸
王
圃
成
立
の
歴
史
的
過
渥
の
下
に
於
て
の

み
生
起
し
得
る
思
想
で
あ
る
。
宵
代
及
び
羅
馬
法
學
の
抽
象
的
契
約
論
が
中
世
の
實
際
的
胱
會
組
織
ε
合
致
し
て
初

め
て
泌
會
契
約
な
る
假
定
を
生
ず
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
証
會
組
織
は
封
趣
制
度
を
特
徴
ε
す
る
。
而
し

て
封
建
制
度
は
相
互
契
約
の
胱
會
に
非
ず
し
て
何
で
あ
る
か
。
（
国
巽
幕
ぎ
b
O
o
疑
α
．
田
響
o
ぎ
身
U
奪
ぎ
一
〇〇
℃
P
唱

蔓
9
而
し
て
、
聯
政
的
思
想
が
｝
切
を
支
配
し
た
中
世
期
に
當
つ
て
は
、
胱
會
契
約
醗
竜
亦
そ
の
外
被
を
脇
す
る
こ

ミ
は
出
來
な
か
つ
た
。
即
ち
紳
學
的
形
式
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
契
約
理
論
で
あ
つ
泥
。
更
に
亦
共
の
理
論
の
内
審

は
共
の
封
象
な
る
實
際
政
治
組
織
の
謹
穣
k
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
牝
。
由
つ
て
、
我
々
の
中
世
に

登
見
す
る
も
の
は
肚
會
契
約
論
（
頴
9
賃
β
ω
8
鐘
5
ω
8
轄
0
9
仲
養
8
0
霧
o
濠
魯
駄
富
需
鋒
お
）
　
に
非
ず
し
て
統

治
契
約
説
（
或
は
服
從
契
約
読
評
暮
萄
一
〇n
縄
鑑
o
良
皇
ぴ
O
o
ぎ
ヨ
β
窪
琵
O
o
暮
登
魯
韻
o
誘
畠
践
器
篤
養
α
q
）
に
外
な
ら

な
い
。
か
㌧
る
思
想
の
代
表
者
ピ
し
て
は
、
ト
一
婁
㌶
僧
侶
の
び
帥
暮
睾
鼠
3
の
竃
磐
磯
o
鐸
り
毘
轟
の
冒
程
－

腕
碍
一
ぴ
O
o
寄
ぎ
の
薯
讐
壁
ヨ
鱗
の
人
々
を
暴
げ
る
こ
ε
が
出
來
る
。
（
彼
等
の
民
主
思
想
k
つ
ψ
て
は
曾
て
聯
か
論
じ
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た
こ
ε
が
あ
る
か
ら
鼓
に
は
略
す
る
。
（
拙
稿
、
『
古
代
及
ぴ
中
世
に
於
る
胱
會
契
約
思
想
』
法
學
研
究
第
四
瑠
第
四

號
）

　五
　
千
三
百
七
十
八
年
よ
ウ
千
四
百
十
七
年
に
至
る
教
會
分
裂
よ
り
生
じ
た
る
無
政
府
的
駅
態
は
途
に
教
會
政
治
の

　古
代
制
度
た
る
哺
般
宗
會
議
の
復
活
を
見
る
に
至
つ
た
。
千
四
百
年
、
ピ
ザ
に
於
て
開
催
せ
ら
れ
た
る
第
一
同
の
宗

會
議
の
後
、
例
の
有
名
な
る
コ
ソ
ス
タ
ソ
ス
の
大
會
議
ε
な
9
、
此
の
會
議
に
於
て
法
王
に
勢
す
る
宗
會
議
の
優

越
は
確
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
此
の
蓮
動
は
バ
ー
ぜ
摺
の
會
議
の
後
に
至
つ
て
失
敗
に
蹄
し
、
教
會

政
治
の
組
織
ξ
し
て
の
宗
會
議
蓮
動
は
清
滅
し
て
仕
舞
つ
た
。
然
共
、
≧
の
蓮
動
に
あ
ら
は
れ
た
敦
會
内
の
一
般
主

権
の
思
想
が
穂
て
國
家
内
に
於
る
夫
れ
に
轄
じ
π
の
は
明
で
あ
る
。
藍
し
近
世
國
家
に
於
る
民
主
主
義
は
教
會
内
に

於
け
る
民
主
主
義
の
必
然
的
韓
化
ε
し
て
興
つ
た
も
の
ε
見
5
こ
ピ
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
宗
會
議
運
動
の
精
騨
は

蜜
9
0
ポ
岳
∩
島
睾
蕊
　
の
読
に
最
よ
く
あ
ら
は
雌
て
ゐ
る
。
彼
に
随
へ
ぱ
一
般
主
梅
は
帥
及
自
然
の
不
滅
の
法
則
で

あ
6
。
教
會
穂
力
の
主
鰹
は
全
図
艦
で
あ
る
。
全
園
膿
の
み
濁
ウ
紳
の
命
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
教
會
に
於
て
は

國
家
に
於
る
ε
同
じ
様
に
凡
て
の
優
越
的
地
位
は
一
般
の
同
意
及
び
そ
の
任
意
約
■
服
従
に
基
か
な
く
て
は
な
ら
澱
。

強
制
の
構
力
は
任
意
的
の
交
附
行
爲
に
よ
つ
て
賦
興
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
ψ
も
の
響
あ
る
。
而
し
て
政
治
に
必

要
な
る
櫓
力
の
交
附
を
な
す
べ
き
一
般
の
同
意
に
定
形
を
輿
へ
る
も
の
は
選
暴
で
あ
勾
．
（
O
睾
8
民
程
謡
騨
9
學
象
8

　
　
　
　
自
由
民
縫
思
想
ε
佛
蘭
西
カ
ル
ヴ
ア
ン
扱
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匠
卑
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自
由
昆
穆
思
想
ε
佛
蘭
西
ヵ
ル
ザ
ア
ン
凝
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
0

回
一
●
9
く
－
象
）
斯
く
て
、
彼
は
一
般
の
同
意
を
以
て
選
暴
せ
ら
れ
た
る
も
の
を
以
て
細
織
ず
宗
會
議
は
各
、
毅
會

を
代
表
L
更
に
進
ん
で
全
敦
會
を
代
衷
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
此
の
理
由
に
伽
つ
て
、
法
王
の
上
に
位
す
る
も
の

で
、
断
じ
て
法
王
の
権
力
に
擦
る
も
の
で
は
な
い
冠
な
し
た
、
然
ら
ぱ
宗
會
議
は
必
要
の
揚
合
に
は
自
ら
動
議
を
出

し
て
集
O
法
王
な
く
し
て
、
事
勝
を
途
行
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
選
墨
に
よ
つ
て
興
へ
ら
れ
π
る
代
表
の
性
質
に
よ

参
、
宗
會
議
は
立
法
椹
を
行
使
し
得
る
の
で
あ
る
。
何
ε
な
れ
ば
凡
て
法
律
の
拘
束
力
は
自
ら
其
の
上
に
法
律
を
課

制
せ
ん
妥
す
る
一
般
の
同
意
に
墓
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
薫
↑
娼
お
）
巾
世
期
は
民
主
政
治
に
謁
す
る
凡
て
の

關
心
が
完
全
に
喪
失
し
て
仕
舞
つ
泥
時
代
で
あ
る
ピ
穰
せ
ら
れ
る
け
れ
共
（
ρ
轡
oo
搾
畠
触
罵
o
倉
導
憎
o
鐸
甘
巴

O
皇
鞍
2
藏
o
窮
b
ヤ
一
£
）
こ
の
∩
0
9
崖
程
ヨ
o
薯
窪
5
暮
こ
そ
は
中
世
期
の
立
態
寵
義
が
最
高
潮
に
達
し
た
も
の
で

あ
つ
て
而
し
て
、
中
世
ε
近
世
ピ
の
分
水
嶺
を
劃
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
此
の
蓮
動
に
、
近
世
國
家
に
於
る
立

憲
主
義
ε
専
制
主
義
ご
の
問
の
翻
禦
の
先
鯛
れ
を
登
見
す
る
の
で
あ
る
。
（
V
昇
禦
鑛
飼
玩
欝
浄
ゆ
亀
ぎ
洋
冨
一

弓
ぎ
薦
窪
ヰ
o
糞
O
。
誘
呂
ぎ
印
＆
儲
6
囲
9
暑
・
長
－
）
且
っ
亦
、
≧
の
蓮
動
は
教
會
の
制
度
を
改
革
せ
ん
ε
し
た

も
の
で
敏
義
の
内
容
に
立
入
つ
て
革
改
せ
ん
ε
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
蓮
動
が
甘
窪
霞
島
㌧
甘
ぎ
婁
暑
一
瑛

に
奥
へ
た
影
響
は
甚
大
で
あ
う
、
更
に
此
の
二
先
畳
者
が
ル
事
テ
ル
等
の
宗
敏
改
輩
者
に
大
な
る
示
唆
を
與
へ
た
こ

ε
は
疑
ふ
べ
く
も
な
い
。
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ラ六
　
主
権
在
民
の
思
想
は
翠
k
紳
學
者
の
論
述
中
に
理
論
ε
し
て
表
明
せ
ら
れ
た
許
動
で
な
く
、
叉
、
フ
ラ
ソ
ス

　の
麟
審
富
O
魯
鋤
男
翼
三
部
會
に
向
つ
て
現
實
に
宣
言
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
巳
に
甘
彗
王
の
三
部
會
（
一

三
五
五
ー
五
六
）
に
封
し
て
全
政
梅
は
人
民
よ
う
生
ず
る
こ
ざ
が
宣
言
せ
ら
れ
、
更
に
百
年
の
後
、
（
幅
四
八
囚
）

9
毘
窃
く
日
が
未
成
年
の
時
代
に
↓
o
軽
に
於
て
開
催
せ
ら
れ
た
三
部
會
に
封
し
て
単
建
鷺
団
9
の
な
し
π
る

有
名
な
る
演
読
中
に
於
て
正
確
に
表
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
勺
9
は
國
王
が
自
ら
政
治
を
親
裁
す
る
を
得
な
い
揚
合
に

佛
蘭
西
の
政
治
を
塵
理
す
る
梅
限
は
何
れ
に
蹄
す
る
や
の
疑
問
を
掲
げ
把
後
、
自
ら
答
へ
て
曰
く
。
勿
論
か
》
る
揚

合
に
は
此
の
梅
利
は
皇
族
に
蹄
す
る
に
非
ず
、
皇
族
會
議
に
蹄
す
る
に
あ
ら
ず
、
偏
へ
に
政
梅
の
贈
與
者
U
象
器
舞

身
ぎ
薫
o
岸
た
る
人
民
k
蹄
す
べ
き
も
の
で
あ
る
ε
。
元
來
主
穫
を
有
し
て
ゐ
る
人
民
は
そ
の
選
墨
に
よ
つ
て
王
を

殺
霊
し
覚
の
で
あ
る
。
國
家
は
人
民
の
も
の
で
あ
る
。
國
王
に
主
橿
を
委
託
し
π
の
は
人
民
で
あ
る
か
ら
、
暴
力
に

江
る
も
、
他
の
如
飼
な
る
手
段
に
よ
る
も
人
民
の
同
意
な
く
し
て
主
権
を
有
す
る
も
の
は
暴
鴛
或
は
纂
奪
者
ご
見
倣

笥
べ
し
。
ε
噂
（
｝
o
耳
暑
一
象
い
罵
器
恥
島
9
U
8
‘
茸
o
旨
も
駈
肖
濫
島
駐
跨
『
ピ
．
顕
響
o
一
『
o
山
o
男
量
ま
o
一
〇〇
3
℃
℃
。
一
慧
－
）

　
副
参
釦
諺
く
皆
の
朱
成
年
時
代
に
於
て
、
（
ク
ラ
ソ
ヌ
は
査
百
年
以
上
に
亘
る
間
二
十
五
歳
に
満
た
ぎ
る
國
王
の
・
即

“
位
重
児
、
納
百
年
の
澗
二
十
憎
歳
に
達
せ
ざ
る
國
王
の
帥
位
を
見
た
こ
ピ
　
ω
一
。
，
ヨ
。
5
島
の
国
2
島
o
。
。
硫
ξ
一
窃
O
§
、

胆簿

畿
8
恥
轟
島
犀
毒
一
窃
P
3
器
脇
に
あ
ウ
）
旨
9
寒
象
ま
に
起
つ
セ
一
揆
の
最
中
、
欝
時
の
大
法
官
に
し
て
頃
程
く
静

　
　
　
　
喪
由
機
報
鶴
憩
電
備
寮
緬
カ
ル
ツ
ア
y
擬
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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臼
由
罠
纏
愚
惣
電
悌
口
四
カ
ル
ヴ
7
ン
減
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

の
僑
正
を
桑
ね
て
わ
た
冒
一
冨
岳
ご
畦
5
程
腕
は
こ
の
叛
剛
を
鎮
定
せ
ん
ε
し
て
な
し
た
演
設
中
に
於
て
國
王
に
よ

う
て
行
使
せ
ら
る
る
穂
力
は
典
の
墓
礎
を
人
民
全
膣
の
意
志
k
有
す
る
事
を
醗
い
π
。
（
r
畦
。
鎧
嚇
び
窃
U
8
鼠
誇
㎝

ご
仙
ヨ
o
o
量
島
2
島
9
9
一
窃
国
＆
く
鴛
冨
ギ
9
窪
冨
暮
脆
男
雷
き
p
ぴ
魯
。
昌
）
更
に
囲
o
一
肋
図
目
の
宰
相
で
あ
つ
た

Ω
窪
留
留
O
o
受
器
昌
は
国
欝
富
Q
魯
魯
鎧
麗
及
び
評
旨
彗
o
暮
の
重
大
性
を
高
唱
し
て
王
槽
に
封
す
る
制
限
を
主

張
し
た
。
日
確
。
之
等
の
器
關
は
、
國
王
が
或
は
行
使
せ
冗
ε
欲
す
る
や
竜
は
か
ら
れ
ざ
る
專
制
権
力
を
制
肘
せ
ん

が
爲
に
主
ε
し
て
設
け
ら
れ
π
る
も
の
で
あ
る
ε
。
（
一
U
。
津
程
α
冒
睾
畦
鼠
o
噂
疑
ぴ
」
．
9
・
回
o
）
　
（
未
完
）


